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お
知
ら
せ

守
口
市
強
靭
化
地
域
計
画（
案
）の

�
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

閲
覧
場
所　

危
機
管
理
室
、
守
口
市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
各

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー

ル
、
市
民
体
育
館
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

募
集
期
間　

３
月
30
日（
月
）ま
で

提
出
方
法　

①
各
閲
覧
場
所
の
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
投と

う
か
ん函

②�

郵
送（
〒
５
７
０－

８
６
６
６
京
阪
本
通

２－

５－

５
危
機
管
理
室
）

注�

３
月
30
日（
月
）必
着

③
FAX�

０
６
・
６
９
９
４
・
７
４
９
４

④�
M
o
ri_k

ik
ik
a
n
ri@

c
ity
-

m
origuchi-osaka.jp

注�

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
必
ず
記
入

問
危
機
管
理
室

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
９
７

原
付
な
ど
の
廃
車
は
お
早
め
に

　
４
月
１
日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽

自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型

自
動
車
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
、
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
車
両
な
ど
を
人
に
譲
っ
た
り
、

市
外
に
住
所
変
更
し
た
り
、
盗
難・
廃
車
な

ど
で
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
３
月

3１
日（
火
）ま
で
に
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

注�

原
動
機
付
自
転
車（
１
２
５
㏄
以
下
）・
小

型
特
殊
自
動
車
の
廃
車
の
手
続
き
を
バ
イ

ク
買
取
業
者・
廃
品
回
収
業
者
な
ど
に
依

頼
し
た
場
合
は
、
市
が
発
行
し
た
廃
車
受

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付

さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
て
差
し
押
さ
え
、
公
売

な
ど
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
税
の
納
付
催
告
に
応
じ
な
い
滞

納
者
に
対
し「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
」

へ
の
引
継
予
告
書
を
４
月
に
順
次
発
送
し
ま

す
。

　
引
継
予
告
書
を
発
送
し
て
も
完
納
に
至
ら

な
か
っ
た
事
案
は
、
同
機
構
に
お
い
て
大
阪

府
と
共
同
し
、徹
底
し
た
財
産
調
査
を
行
い
、

差
し
押
さ
え
や
公
売
を
実
施
す
る
な
ど
、
よ

り
厳
正
な
滞
納
整
理
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は
、
至
急
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
お
よ
び
軽
自
動
車

税
の
納
税
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
２
年
度
分
口
座
振
替
の
申
し

込
み
や
変
更
は
、
３
月
3１
日（
火
）ま
で
に
納

税
課
ま
た
は
市
内
金
融
機
関
な
ど
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。す
で
に
利
用
し
て
い
る
人
は
、

自
動
継
続
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
納
税
課
窓
口
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
の
み
で
簡
単
に
口
座
振
替
の
登
録
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１

個
人
市
民
税・府
民
税
の
申
告

　

個
人
市
民
税・
府
民
税（
以
下「
個
人
住
民

税
」）の
申
告
は
３
月
１６
日（
月
）ま
で
で
す
。

　
令
和
２
年
１
月
１
日
に
守
口
市
に
居
住
し

て
い
る
人
は
個
人
住
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。

　
た
だ
し
、
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
人
や
勤
務
先
で
年
末
調
整
を
し
た
人

（
給
与
以
外
の
所
得
が
な
い
場
合
）は
、
個
人

市税の休日納付相談
　平日、仕事などで忙しい人
や、病気・失業などで市税を
納付できない人は利用してく
ださい。
時3月29日(日)9：００～１3：００
場・問納税課
℡０６－６992－１８５2～１８５４

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
、

�

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧　

時�

４
月
１
日（
水
）か
ら（
土・日
、祝
を
除
く
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
や
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者

¥
6
月
1
日（
月
）ま
で
無
料

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

備�

新
年
度
の
納
税
通
知
書
に
添
付
の「
課
税

明
細
書
」で
も
課
税
内
容
が
確
認
で
き
ま

す
。
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者
は
、
本

人
確
認
書
類
と
併
せ
て
、
そ
の
権
利
を
証

す
る
書
類（
賃
貸
契
約
書
の
写
し
な
ど
）が

必
要
で
す
。

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧　

　
市
内
に
土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
す
る
固

定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
、
自
己
の
土
地

ま
た
は
家
屋
の
価
格
と
他
の
土
地
ま
た
は
家

屋
の
価
格
を
比
較
し
、
価
格
が
適
正
で
あ
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
制
度
で
す
。

時�

４
月
１
日（
水
）～
６
月
１
日（
月
）（
土・日
、

祝
は
除
く
）午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
な
ど

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

場�・
問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

住
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
受
給
者
は
、
確
定
申
告
や
個
人
住
民

税
の
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
3１
年
お
よ
び
令
和
元
年
中
に

無
収
入
の
人
や
、
収
入
が
あ
っ
て
も
個
人
住

民
税
が
非
課
税
と
な
る
人
は
申
告
不
要
で
す

が
、
課
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
や
国
民
健

康
保
険
な
ど
の
手
続
き
で
申
告
が
必
要
な
場

合
は
、
個
人
住
民
税
の
申
告
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
や
還
付
申
告

は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

申
告
期
間　

時�
３
月
１６
日（
月
）ま
で
の
午
前
９
時
～
午
後

５
時
30
分（
土・日
を
除
く
）

　

�

た
だ
し
、
３
月
８
日（
日
）午
前
１0
時
～
午

後
３
時
の
み
休
日
受
付
を
行
い
ま
す
の
で

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

場
課
税
課
市
民
税
担
当

申
告
に
必
要
な
も
の　

▽
印
か
ん

▽
個
人
住
民
税
の
申
告
書

▽�

収
入
を
証
明
す
る
書
類（
給
与
や
公
的
年

金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
や
、
収
入
内
訳
書

な
ど
）

▽�

所
得
控
除
を
証
明
す
る
書
類（
社
会
保
険

料
の
支
払
証
明
や
、
生
命
保
険
料
な
ど
の

控
除
証
明
書
、
医
療
費
の
明
細
書
な
ど
）

▽�

個
人
番
号
の
確
認
お
よ
び
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の

備�

▽
個
人
番
号
確
認
書
類（
い
ず
れ
か
１
点

の
提
示
）

　

�

個
人
番
号
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
個
人

番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
、
住

民
票
記
載
事
項
証
明
書

▽�

本
人
確
認
書
類（
①
、②
ど
ち
ら
か
１
点
ま

た
は
③
の
う
ち
２
点
の
提
示
）

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

②�

顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書（
運
転
免
許

証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、身
体
障
が
い
者
手
帳
、

学
生
証
な
ど
）

③�

顔
写
真
の
無
い
身
分
証
明
書（
保
険
証
、

年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
証
書
、各
種
源
泉
徴
収
票
、

保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
）

郵
送
で
の
申
告　

　
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
収
入

お
よ
び
所
得
控
除
を
証
明
す
る
資
料
な
ら
び

に
個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
の
写
し
を
同
封

し
、
課
税
課
市
民
税
担
当
へ
送
付
し
て
く
だ

さ
い
。

注�

昨
年
に
個
人
住
民
税
の
申
告
を
し
て
い
る

人
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
告
書
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
新
た
に
個
人
住
民
税
の
申
告

書
が
必
要
な
人
は
、連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡�
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

付
書
を
必
ず
業
者
か
ら
受
け
取
っ
て
く
だ

さ
い
。
廃
車
手
続
き
が
さ
れ
て
い
る
か
不

明
な
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

廃車などの問い合わせ先

車種
原動機付自転車
(１2５ｃｃ 以下 )
小型特殊自動車

軽自動車
(軽三輪・軽四輪)

軽二輪
(１2６ ～ 2５０ｃｃ)
二輪の小型自動車
(2５１ｃｃ 以上 )

手続き
問い合わ
せ先

課税課税政担当
℡ ０６‐６992‐１４５８

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻
支所
高槻市大塚町 ４‐2０‐１
℡ ０５０‐3８１６‐１８４１

近畿運輸局大阪運輸
支局
寝屋川市高宮栄町
１2‐１
℡ ０５０‐５５４０‐2０５８

廃車時に
必要なも
の

・ナンバープレート
・�原動機付自転車申
告済証

・印かん
・�本人確認書類（運
転免許証、健康保
険証など）

上記へ問い合わせください。
注�３月下旬は窓口が大変混雑し、手続きに
時間がかかることが予想されますので、
比較的空いている中旬までに済ませてく
ださい。

生活保護適正化情報ダイヤル
　市民の皆さんから、生活保護の不正受給などに
関することや、本当に生活に困窮しているにも関
わらず、市に相談していない人の情報などを受け
付け、その情報をもとに独自に調査を行います。
　提供された情報は厳密に取り扱い、情報提供者
の個人情報は厳守します。
　市民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

問生活福祉課���℡０６－６992－１５93��� Mori_seikatuf@ｃity‐moriguｃhi‐osaka.jp

専用電話番号０６－６99８�－７92１���受付時間平日9：００～１７：3０

次の情報をお待ちしています。
▽仕事をしているのに市に報告していない
▽財産があるのに生活保護費を受給している
▽虚偽の世帯構成で生活保護を受けている
▽�生活保護受給者を安いアパートに住まわせて保護費を搾取する
など、貧困ビジネスの疑いがある
▽自身の処方薬を他人に譲渡している
▽�本当に生活に困っているのに、市や民生委員に相談していない


